
○
建
設
省
告
示
第
千
百
二
十
六
号

租
税
特
別
措
置
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
二
年
大
蔵
省
令
第
十
五
号
）
第
十
七
条
の
二
第
二
項
及
び
第
三
項
並
び
に

第
二
十
二
条
の
五
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
建
設
大
臣
の
行
う
認
定
に
関
す
る
手
続
を
次
の
よ
う
に
定

め
る
。

平
成
六
年
三
月
三
十
一
日

建
設
大
臣

五
十
嵐
広
三

改
正

平
成
十
二
年
十
二
月
二
十
八
日

建
設
省
告
示
第
二
千
五
百
三
十
五
号

改
正

平
成
十
三
年
一
月
九
日

国
土
交
通
省
告
示
第
五
号

（
認
定
の
申
請
）

第
一
条

租
税
特
別
措
置
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
二
年
政
令
第
四
十
三
条
。
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
第
二
十
二
条
の

八
第
四
項
及
び
第
五
項
並
び
に
第
三
十
九
条
の
五
第
五
項
及
び
第
六
項
に
規
定
す
る
認
定
を
受
け
る
た
め
の
申
請
は
、

一
団
の
宅
地
の
造
成
に
関
す
る
事
業
又
は
一
団
の
住
宅
建
設
に
関
す
る
事
業
を
行
う
個
人
又
は
法
人
（
以
下
「
申
請

者
」
と
い
う
。
）
が
、
国
土
交
通
大
臣
に
対
し
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
業
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各

号
に
定
め
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
（
以
下
「
申
請
書
」
と
い
う
。
）
を
提
出
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。



一

租
税
特
別
措
置
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
三
十
四
条
の
二
第
二
項

第
三
号
イ
及
び
ニ
又
は
法
第
六
十
五
条
の
四
第
一
項
第
三
号
イ
及
び
ニ
に
掲
げ
る
要
件
に
該
当
す
る
一
団
の
宅
地

の
造
成
に
関
す
る
事
業
（
住
宅
建
設
を
併
せ
て
行
う
場
合
を
含
む
。)

次
の
イ
か
ら
リ
ま
で
に
定
め
る
事
項

イ

申
請
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の
氏
名

ロ

当
該
事
業
に
よ
る
造
成
に
係
る
一
団
の
土
地
の
所
在

ハ

当
該
事
業
に
よ
る
造
成
に
係
る
一
団
の
土
地
の
面
積

ニ

当
該
事
業
に
よ
り
造
成
さ
れ
る
宅
地
の
う
ち
に
当
該
事
業
の
用
に
供
す
る
た
め
に
土
地
等
が
買
い
取
ら
れ
る

者
に
対
し
分
譲
さ
れ
る
も
の
（
以
下
「
優
先
分
譲
宅
地
」
と
い
う
。
）
が
あ
る
場
合
（
造
成
に
係
る
一
団
の
土

地
の
面
積
が
二
十
ヘ
ク
タ
ー
ル
未
満
で
あ
る
場
合
に
限
る
。
）
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
合
計
面
積
及
び
ハ
に
対
し

て
優
先
分
譲
宅
地
の
合
計
面
積
が
占
め
る
割
合

ホ

当
該
事
業
に
よ
り
造
成
さ
れ
る
住
宅
建
設
の
用
に
供
す
る
土
地
の
面
積

ヘ

当
該
事
業
に
よ
り
造
成
さ
れ
る
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
四
条
第
十
四
項
に
規
定
す

る
公
共
施
設
の
用
に
供
す
る
土
地
の
面
積

ト

一
の
住
宅
の
建
設
の
用
に
供
す
る
造
成
宅
地
の
規
模
に
係
る
事
項

チ

都
市
計
画
法
第
二
十
九
条
又
は
同
法
附
則
第
四
条
の
許
可
に
係
る
事
項

リ

そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項



二

法
第
三
十
四
条
の
二
第
二
項
第
三
号
ロ
及
び
ニ
又
は
法
第
六
十
五
条
の
四
第
一
項
第
三
号
ロ
及
び
ニ
に
掲
げ
る

要
件
に
該
当
す
る
一
団
の
宅
地
の
造
成
に
関
す
る
事
業
（
住
宅
建
設
を
併
せ
て
行
う
場
合
を
含
む
。
）
次
の
イ
か

ら
ヘ
ま
で
に
定
め
る
事
項

イ

申
請
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の
氏
名

ロ

当
該
事
業
に
よ
る
造
成
に
係
る
一
団
の
土
地
（
当
該
事
業
に
係
る
土
地
区
画
整
理
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律

第
百
十
九
号
）
第
二
条
第
四
項
に
規
定
す
る
施
行
地
区
内
に
お
い
て
当
該
土
地
等
の
買
取
り
を
す
る
個
人
又
は

法
人
の
有
す
る
当
該
施
行
地
区
内
に
あ
る
一
団
の
土
地
に
限
る
。
ハ
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
所
在

ハ

当
該
事
業
に
よ
る
造
成
に
係
る
一
団
の
土
地
の
面
積

ニ

一
の
住
宅
の
建
設
の
用
に
供
す
る
造
成
宅
地
の
規
模
に
係
る
事
項

ホ

土
地
区
画
整
理
法
第
四
条
第
一
項
又
は
第
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
認
可
に
係
る
事
項

ヘ

そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項

三

法
第
三
十
四
条
の
二
第
二
項
第
三
号
ハ
及
び
ニ
又
は
法
第
六
十
五
条
の
四
第
一
項
第
三
号
ハ
及
び
ニ
に
掲
げ
る

要
件
に
該
当
す
る
一
団
の
住
宅
建
設
に
関
す
る
事
業

次
の
イ
か
ら
ヘ
ま
で
に
定
め
る
事
項

イ

申
請
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の
氏
名

ロ

当
該
事
業
が
行
わ
れ
る
土
地
の
所
在

ハ

当
該
事
業
に
よ
り
建
設
さ
れ
る
住
宅
の
戸
数



ニ

当
該
事
業
に
よ
り
建
設
さ
れ
る
住
宅
の
う
ち
に
当
該
事
業
の
用
に
供
す
る
た
め
に
土
地
等
が
買
い
取
ら
れ
る
者

に
対
し
分
譲
さ
れ
る
も
の
（
以
下
「
優
先
分
譲
住
宅
」
と
い
う
。
）
が
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
合
計
戸
数

及
び
ハ
に
対
し
て
優
先
分
譲
住
宅
の
合
計
戸
数
の
占
め
る
割
合

ホ

当
該
事
業
に
よ
り
建
設
さ
れ
る
一
の
住
宅
（
建
物
の
区
分
所
有
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
六

十
九
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
建
物
の
部
分
で
住
居
の
用
途
に
供
す
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
当
該
部
分
）

の
床
面
積
に
係
る
事
項

ヘ

そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項

２

前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

申
請
に
係
る
事
業
の
概
要
を
明
ら
か
に
し
た
書
面

二

申
請
に
係
る
事
業
に
よ
り
造
成
さ
れ
る
宅
地
又
は
建
設
さ
れ
る
住
宅
の
処
分
方
法
を
明
ら
か
に
し
た
書
面

三

申
請
者
が
既
に
取
得
し
て
い
る
土
地
等
の
所
在
を
表
示
し
た
図
書

四

そ
の
他
認
定
す
べ
き
事
項
の
確
認
に
必
要
な
書
類

（
認
定
証
の
交
付
）

第
二
条

国
土
交
通
大
臣
は
、
前
条
第
一
項
の
申
請
書
の
提
出
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
申
請
書
に
記
載
さ
れ

て
い
る
事
項
に
つ
い
て
審
査
を
行
い
、
当
該
申
請
に
係
る
事
業
が
、
令
第
二
十
二
条
の
八
第
四
項
若
し
く
は
第
五
項

又
は
令
第
三
十
九
条
の
五
第
五
項
若
し
く
は
第
六
項
に
規
定
す
る
認
定
を
受
け
る
た
め
の
要
件
を
満
た
す
も
の
で
あ



る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
旨
を
証
す
る
書
類
を
認
定
証
と
し
て
当
該
申
請
者
に
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。

（
申
請
書
の
提
出
）

第
三
条

第
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
国
土
交
通
大
臣
に
提
出
す
べ
き
申
請
書
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
業
の
区
分

に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
民
法
（
明
治
二
十
九
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
三
十
四
条
の
規
定
に
よ
り

設
立
さ
れ
た
法
人
を
経
由
し
て
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

一

法
第
三
十
四
条
の
二
第
二
項
第
三
号
イ
及
び
ニ
若
し
く
は
法
第
六
十
五
条
の
四
第
一
項
第
三
号
イ
及
び
ニ
に
掲

げ
る
要
件
に
該
当
す
る
一
団
の
宅
地
の
造
成
に
関
す
る
事
業
又
は
法
第
三
十
四
条
の
二
第
二
項
第
三
号
ハ
及
び
ニ

若
し
く
は
法
第
六
十
五
条
の
四
第
一
項
第
三
号
ハ
及
び
ニ
に
掲
げ
る
要
件
に
該
当
す
る
一
団
の
住
宅
建
設
に
関
す

る
事
業

次
の
イ
か
ら
ト
の
い
ず
れ
か
の
法
人

イ

社
団
法
人

全
国
住
宅
宅
地
協
会
連
合
会
（
所
在
地
・
東
京
都
新
宿
区
新
宿
一
丁
目
二
十
六
番
六
号
）

ロ

社
団
法
人

全
国
宅
地
建
物
取
引
業
協
会
連
合
会
（
所
在
地
・
東
京
都
千
代
田
区
岩
本
町
二
丁
目
六
番
三
号

）
ハ

社
団
法
人

全
日
本
不
動
産
協
会
（
所
在
地
・
東
京
都
千
代
田
区
紀
尾
井
町
三
丁
目
三
十
番
）

ニ

社
団
法
人

都
市
開
発
協
会
（
所
在
地
・
東
京
都
千
代
田
区
永
田
町
二
丁
目
十
四
番
三
号
）

ホ

社
団
法
人

日
本
高
層
住
宅
協
会
（
所
在
地
・
東
京
都
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
六
番
一
号
）

ヘ

社
団
法
人

日
本
住
宅
建
設
産
業
協
会
（
所
在
地
・
東
京
都
千
代
田
区
麹
町
五
丁
目
三
番
）



ト

社
団
法
人

不
動
産
協
会
（
所
在
地
・
東
京
都
千
代
田
区
霞
ヶ
関
三
丁
目
二
番
五
号
）

二

法
第
三
十
四
条
の
二
第
二
項
第
三
号
ロ
及
び
ニ
又
は
法
第
六
十
五
条
の
四
第
一
項
第
三
号
ロ
及
び
ニ
に
掲
げ
る

要
件
に
該
当
す
る
一
団
の
宅
地
の
造
成
に
関
す
る
事
業

財
団
法
人

区
画
整
理
促
進
機
構
（
所
在
地
・
東
京
都

千
代
田
区
平
河
町
二
丁
目
三
番
十
一
号
）

２

国
土
交
通
大
臣
は
、
前
項
各
号
に
定
め
る
法
人
に
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
法
人
を
経
由
し
て
提
出
さ
れ
た
申

請
書
に
係
る
第
二
条
に
規
定
す
る
国
土
交
通
大
臣
が
行
う
事
務
の
一
部
を
補
助
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

附

則

こ
の
告
示
は
、
平
成
六
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

前

文
（
抄
）
平
成
十
二
年
十
二
月
二
十
八
日

建
設
省
告
示
第
二
千
五
百
三
十
五
号

平
成
十
三
年
一
月
六
日
か
ら
施
行
す
る
。

前

文
（
抄
）
平
成
十
三
年
一
月
九
日

国
土
交
通
省
告
示
第
五
号

平
成
十
三
年
一
月
九
日
か
ら
適
用
す
る
。




